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１ 神奈川県男女共同参画推進条例の一部改正について

「神奈川県条例の見直しに関する要綱」に基づき、「神奈川県男女共同

参画推進条例」（以下「条例」という。）の見直し作業を行い、条例の改

正及びその運用の改善等について検討を行った結果、条例の一部改正を行

うこととしたので、その概要について報告する。 

(1) 経緯

県では、男女共同参画の推進に関し、県、事業者及び県民の責務を明

らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の実施について

必要な事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成の促進に寄与

することを目的として、条例を平成14年４月に制定した。 

神奈川県男女共同参画審議会での議論等を踏まえた見直しの結果、改

正を検討することとした。 

(2) 主な改正の内容

ア 「ジェンダー平等」の定義規定の新設等

・ 新たにジェンダー平等を目的に明記するとともに、定義として、

「社会的又は文化的に形成された性別による格差、差別及び偏見が

解消され、全ての人が平等である状態をいう。」を規定する。

・ 理念において、ジェンダー平等の実現を目指すため、条文中の主

語を「男女」から「全ての人」へ修正する。

イ その他所要の規定の整備

男女共同参画の推進を阻害するおそれがある表現に関し、具体的内

容を追記するほか、用語の整理を行う。 

(3) 今後のスケジュール

令和８年２月 第１回県議会定例会に条例改正議案を提出 
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２ ＤＶ・ストーカー被害者への支援について 

 

 川崎市でストーカー被害を訴えていた女性の尊い命が失われた事件を受

け、ＤＶ・ストーカー被害者など、困難な問題を抱える女性等への支援の

充実に向けた検討を進めており、先月開催した第２弾となるシンポジウム

の概要と、今後の取組の方向について報告する。 

 

(1) シンポジウムの結果 

ア 概要 

日 時 令和７年11月７日（金）18時30分～20時00分 

テーマ 「声を力に ～当事者目線で考えるＤＶ・ストーカー被害

者支援のかたち～」 

登壇者 黒岩 祐治（知事） 

野口 杏子 氏（弁護士） 

菊池 操 氏（公益社団法人アマヤドリ 代表理事） 

田中 剛太 氏（一般社団法人ＰＲＯＶＥ 共同代表） 

内澤 旬子 氏（文筆家／イラストレーター） 

小早川 明子 氏（ＮＰＯヒューマニティ 理事） 

参加者 115名（会場参加者）、69人（ＬＩＶＥ配信参加者） 

 

イ 県警による検証結果の概要説明 

県警から、令和７年９月４日に公表された「神奈川県川崎市内にお

けるストーカー事案等に関する警察の対応についての検証結果等報告

書」の概要を報告した。 

 

ウ 「ＤＶ・ストーカー対応強化特別チーム」による県の取組内容の報

告 

10月１日に設置した「ＤＶ・ストーカー対応強化特別チーム」から、

被害者支援のための取組について、次の「５つの強化」を図ることや、

具体的な施策の検討状況等について説明した。 

・ 広報の強化 

 ・ 行政や警察の連携強化 

・ 相談支援体制の強化 

・ 一時保護・自立支援機能の強化 

・ 加害者対応の強化 
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エ パネルディスカッション及び参加者との意見交換 

弁護士、女性支援団体の代表者、被害者等と知事とのパネルディス

カッションや参加者との意見交換を行った。 

＜主な意見＞ 

・ 被害者は、混乱した状況の中で冷静に相談するのは難しく、意思

も揺れ動いてしまうのが当たり前。 

・ 様々な課題を抱える被害当事者を支援するためには、警察だけで

はなく、行政・民間団体などの関係機関が連携して、支援する側が

積極的に動く必要がある。そのためには、県が条例といった普遍的

な決まりを作り、社会全体で被害者を守っていくことを神奈川県が

全国に先駆けて示してはどうか。 

・ 被害者の目線に立った加害者への対応についても取組が必要では

ないか。 

・ 警察や弁護士は身近な存在ではなく、相談のハードルが高い。被

害者、加害者の心理を理解してくれる専門職のサポートが支援する

側にあれば、対応も変わってくるのではないか。 

 

(2) 具体的な施策の検討・取組状況について 

ア 広報の強化 

・ ポータルサイトや「かながわＤＶ相談ＬＩＮＥ」のリニューアル

などによる支援の仕組みの周知広報（Ｒ７.11 一部先行実施） 

 

イ 行政や警察の連携強化 

・ 危険度を見える化し、本人と確認するためのチェックリスト作成 

・ 県警察職員、女性相談支援員等への研修の充実強化 

・ ＤＸを活用した関係機関との情報連携の検討 

・ 関係機関における連携を強化するための情報共有ルールの策定に

向けた検討 

 

ウ 相談支援体制の強化 

・ どこに相談してもワンストップで支援につながる仕組みの検討 

・ 弁護士等による相談支援の仕組みの構築に向けた調整 

 

エ 一時保護・自立支援機能の強化 

・ 被害者の多様なニーズを踏まえた一時保護機能拡充に向けた検討 
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オ 加害者対応の強化 

・ 加害者対応の強化に向けた仕組みの検討 

 

(3) 普遍的な仕組みづくりについて 

このたびの川崎市での事件以前より、県内でもＤＶ・ストーカーに関

する悲惨な事件は繰り返し発生している。 

ＤＶ・ストーカー被害者は、混乱した状況の中で意思が揺らいでしま

うことが多いが、意思が揺らぐのは当たり前、との前提に立ち、社会全

体で被害者を守っていく必要がある。 

ア 現状の課題 

・ ＤＶ・ストーカー被害に対応するための法律として、「配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下「ＤＶ防止法」

という。）や「ストーカー行為等の規制等に関する法律」（以下「ス

トーカー規制法」という。）、「困難な問題を抱える女性への支援に関

する法律」（以下「女性支援法」という。）があるが、各法の所掌範

囲や目的が異なるため、国、都道府県、市町村、警察、民間団体、

市民の役割や具体的な連携方法などが不明瞭で、被害に苦しむ人々

に対して、十分な効果が得られているとは言い難い。 

・ 例えば、ＤＶ・ストーカー被害については、児童虐待のような発

見者に対する通報義務はなく、一時保護等の支援策や自立に向けた

支援施設、加害者対応、支援にかかわる民間団体に関する規定など

も不十分である。また、ＤＶ・ストーカー被害者は性別にかかわら

ず存在するが、男性被害者への支援策は乏しい、といった課題もあ

る。 

 

イ ＤＶ・ストーカー被害者支援と困難な問題を抱える女性支援 

・ 生活困窮や家族の問題、心身の不調など、様々な困難な問題を抱

える女性からの相談を受けている女性相談支援員の相談内容の約６

割が、ＤＶ・ストーカー被害に関する相談となっている。 

・ また、県が令和５年度に実施した、困難な問題を抱える女性への

当事者調査によると、ＤＶ被害者の７割以上が、ＤＶ以外にも複合

的な課題を抱えている。 

・ さらに、ＤＶ防止法やストーカー規制法では、被害者に対する支

援として、一時保護など、女性支援法で規定する支援策のスキーム

が位置付けられており、ＤＶ・ストーカー被害者支援を進めていく

ためには、困難な問題を抱える女性への支援との一体的な推進が求
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められている。 

   

ウ 今後の取組の方向 

・ シンポジウムでの意見や、現状の課題等から、行政、警察、民間

団体などの多くの関係機関が連携し、ＤＶ・ストーカー被害者や、

困難な問題を抱える女性等を社会全体で支援するための普遍的な仕

組みが必要。 

・ そのため、今後、施策の充実を図るとともに、社会の意識・役割・

責務を明確化し、安定的・包括的な支援を行うことを目指し、条例

の制定も含めた様々な検討を進める。 
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３ 湘南老人ホーム及び横須賀老人ホームに係る県有財産の譲渡見送りにつ

いて 

 

湘南老人ホーム及び横須賀老人ホーム（以下「２ホーム」という。）に係

る県有財産を、社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団（以下「事業団」と

いう。）に有償譲渡することとしていたが、県が決定した評価額が事業団の

支払可能額を上回り、有償譲渡を見送ることになったため、報告する。 

 

(1) これまでの経緯 

・ 事業団から令和７年５月26日付けで、２ホームに係る県有財産の有

償譲渡に関する協議依頼書が提出された。 

・ 県は、事業団が長期間２ホームを適切に運営し、今後も安定的な運

営が見込まれる点や利用者の処遇に影響がない点などを考慮し、事業

団に有償譲渡する方針を同年７月に決定した。 

・ 同年９月から11月に県は不動産鑑定評価を実施した。 

・ 同年11月14日、不動産鑑定評価を基に県の評価額を決定した。 

・ 県の評価額を事業団に提示したところ、同年11月27日、事業団から

譲受を見送る旨の回答があった。 

 

(2) 見送りの理由 

・ 県の評価額が、事業団の支払可能額を上回ったため。 

・ 協議依頼書で、評価額が支払可能額を超える場合には、先行して横

須賀老人ホームに係る県有財産を令和７年度内に譲り受けたいとして

いたが、横須賀老人ホームに係る県有財産のみの評価額でも支払可能

額を上回ったもの。 

 

(3) 今後の対応 

事業団との協議を継続する。 
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（参考：施設の概要） 

 

（参考：事業団の概要） 

名  称 社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団 

所 在 地 横浜市中区北仲通３－33 神奈川県中小企業共済会館５階 

代 表 者 理事長 河原 達也 

沿  革 昭和46年２月 県主導の第３セクターとして社会福祉法人の設立認可 

平成21年４月      〃     から離れる 

主 な 運

営 施 設 

高齢者施設（３施設）、児童養護施設（２施設）、保育園(７施設) 

 

 

 湘南老人ホーム 横須賀老人ホーム 

所 在 地 秦野市下大槻1169－２ 横須賀市野比５丁目５－６ 

土   地 8,756.00㎡ 

〔市街化調整区域〕 

12,929.41㎡ 

〔第二種住居地域〕 

建    物 延床面積 8,359.57㎡ 

鉄筋コンクリート造４階建 

平成５年築 

延床面積 14,085.38㎡ 

鉄筋コンクリート造５階建 

平成10年築 

運営形態 

（定員） 

特別養護老人ホーム      153名 

(介護予防)短期入所生活介護 ９名 

通所介護          18名 

 

特別養護老人ホーム      206名 

(介護予防)短期入所生活介護 19名 

通所介護              30名 

盲養護老人ホーム          50名 
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４ 県立中井やまゆり園における利用者支援等の改善について 

 

令和５年７月末に策定し、令和７年８月に改定した「県立中井やまゆり

園当事者目線の支援アクションプラン～一人ひとりの人生を支援する～」

（以下「アクションプラン」という。）に基づく利用者支援等の改善につ

いて報告する。 

 

(1) アクションプランの推進 

アクションプランに掲げる４つの柱ごとに取組を進めている。 

ア 人生に共感し、チームで支援する 

これまでどのような人生を歩んできたのか、生育歴から利用者の人

生を理解し共感するため、その充実に向けて取組を進めている。 

(ｱ)  カンファレンスを通じた生育歴の理解と人となりシートの作成 

・ 利用者82名中76名のカンファレンスを実施 

（令和５年７月～令和７年10月末までの実績） 

 

イ 暮らしをつくる 

施設の中だけで完結していた暮らしから、当たり前に地域で活動す

る暮らしに向け、次の取組を進めている。 

(ｱ) 秦野駅前拠点「らっかせい」での活動の充実 

・ 花壇整備や公園清掃に加え、商店街でのリサイクル活動等の開

始 

・ 利用者実人数56名、延べ707名が参加（令和７年度実績、令和７

年10月末時点） 

(ｲ) 近隣農家や他事業所との連携による、農作業を通じた地域連携の

取組 

・ 農業に精通した社会福祉法人の指導のもと、夏野菜の苗植えか

ら収穫に利用者が参加 

・ 利用者と地域の小学生等が一緒に麦畑で農作業を実施 

(ｳ) 園外の事業所への通所 

・ 体験利用を含め、通所事業所へ30名、グループホームへ２名が

利用（令和７年度実績、令和５年７月～令和７年10月の間にグル

ープホームへ移行した利用者は除く。） 

(ｴ) モデル寮の設置（令和７年４月） 

・ 特定の寮を園長直轄のモデル寮と位置づけ、日常的にモデル寮

の全ての利用者が園外で活動し、地域とつながる実践 

- 8 -



・ 令和７年６月から、全ての利用者が地域の中で日常的に農作業

や清掃活動等の活動を開始 

 

ウ いのちを守る施設運営 

・ 昨年度、障害福祉分野で活躍していた医師を医務統括として、医

療安全問題に関して実績豊富な看護師を医務統括補佐として配置し、

園の医療体制の拡充を図った。 

・ 一人ひとりの利用者の状態を改めて把握し、支援を見直す等、利

用者一人ひとりのいのちを守る取組を進めた結果、健康診断の血液

検査が２年前と比べて、全体として改善傾向にある。 

 

エ 施設運営を支える仕組みの改善 

・ 虐待防止に対する基礎知識の習得に加え、虐待事案等の振り返り

等を行う虐待防止研修を盛り込んだ研修計画を作成し、９月から研

修を順次実施している。 

 

(2) 県立中井やまゆり園改革アドバイザリー会議  

「県立中井やまゆり園改革アドバイザリー会議」（以下「アドバイザ

リー会議」という。）では、アクションプランの進捗確認を行うととも

に、支援改善アドバイザーをメンバーに加え、県立中井やまゆり園にお

ける医療・健康管理問題改革委員会（以下「改革委員会」という。）で

報告された事例に係る福祉的な検証を進めていくこととした。 

ア これまでの開催状況 

（第１回）開催日 令和７年７月 29日（火） 

議 題 ・ 福祉的な検証について 

・ アクションプランについて 

（第２回）開催日 令和７年９月 18日（木） 

議 題 ・ 福祉的な検証の進め方について 

    ・ 個別検証の実施 

（第３回）開催日 令和７年 10 月 29 日（水） 

議 題 ・ アクションプラン成果の取りまとめについて 

    ・ 個別検証の実施 

（第４回）開催日 令和７年 11 月 17 日（月） 

議 題 ・ 福祉的な検証の進め方について 

・ 個別検証の実施 
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イ 主な意見 

（アクションプラン） 

・ 計画期間における個別の取組実績に加えて、園の事業計画や予算

がどのように変わったのか、マネジメントに関する指標を加えてい

く必要がある。 

・ 例えば、外出に係る指標であれば、回数だけでなく、内容まで見

えるようにして評価しなければならない。 

・ 取組が、どこまで実行できていて、どこが実行できていないのか

見える化する必要がある。 

（福祉的な検証） 

・ 福祉的な検証は、施設を取り巻く社会情勢、利用者の生活史（活

動・エピソード）、医療的対応の３つの視点から、利用者の人生を

中長期的にとらえて、支援の在り方を振り返ることが重要である。 

・ 行動の理由やその裏にある利用者が本当に伝えたいことについ

て、考える手がかりとなる記録が残されていない。また、身体拘束

や骨折などは、その事実だけを見るのではなく、日々の暮らしの連

続性の中で、利用者の変化に気付くことが重要である。 

・ 利用者の生活を充実させることで問題の解決を図るという視点が

抜けていたのではないか。 

・ 園職員が利用者の生活史を丁寧にまとめ、議論することは非常に

価値がある。 

 

(3) 今後について 

・ 令和７年度の重点事項を中心に進捗状況や課題を把握できるよう、

園と本庁で進捗管理を徹底し、一体となって具体的な取組を進める。 

・ 令和７年度は計画期間の最終年度であることから、引き続きアドバ

イザリー会議を開催し、第三者による進捗確認を行うとともに、計画

期間である３年間の成果を見える化する。 

・ アドバイザリー会議における福祉的な検証の結果は改革委員会に報

告し、今後とりまとめる改革委員会最終報告書に盛り込む。 
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５ 新たな地方独立行政法人の設立について  

 

令和５年12月に策定した「県立障害者支援施設の方向性ビジョン」に基

づき、令和８年４月に新たな地方独立行政法人（以下「法人」という。）

を設立し、同時に中井やまゆり園を同法人による運営に移行することを目

指しており、同法人の取組や設立準備の状況等を報告する。 

 

(1) 法人の名称 

地方独立行政法人神奈川県立福祉機構 

 

(2) 設立時期（予定） 

令和８年４月１日 

 

(3) 設立目的 

この法人は、「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例～ともに生き

る社会を目指して～」の基本理念に基づき、障害者の地域生活を支援す

るとともに、科学的な福祉を研究及び実践し、そのために必要な人材を

育成する拠点となり、福祉に関する諸課題の解決に広く貢献することに

より、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域共生社会を実現する

ことを目的とする。 

 

(4) 定款 

令和７年第１回定例会で議決 

 

(5) 法人の取組 

ア 当事者目線による地域生活支援の実践 

中井やまゆり園の利用者をはじめ地域における障害者の望む暮らし

を実現するため、日中活動や健康管理等に基づく「豊かな暮らしづく

り」、地域生活移行や障害者の地域における役割をつくる「連携」、

望みに寄り添う「相談」を柱として、当事者目線による地域生活支援

を実践する取組を推進する。 

 

イ 科学的な福祉の研究に基づく当事者目線の推進 

再現性のある当事者目線に立った支援を確立するため、重度知的障

害者をはじめ障害者の心身の状態を定量化し、見える化するための研

究や、障害者と支援者双方のウェルビーイングを向上させるための障
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害者の健康管理や日中活動など、有効な支援のあり方に関する研究を

推進する。 

 

ウ 当事者目線の支援を実践する人材の育成 

科学的な福祉の研究の成果を踏まえて、再現性のある当事者目線に

立った支援を実践する法人職員を育成し、地域共生社会をつくる人材

として輩出するとともに、福祉の質的・量的向上を図るため、民間施

設・事業所の職員の育成に取り組む。 

 

エ 地域共生社会の実現に向けた普及啓発 

地域の住民や事業所、大学、病院等に対して、当事者目線の障害福

祉や科学的な福祉の研究及び実践の成果等の普及啓発を行い、障害者

に対する理解や地域とのつながりをつくる活動への参加を促進する。 

 

(6) 設立準備の状況 

ア 組織体制 

中井やまゆり園の運営や当事者の地域生活を支援する支援部門、科

学的な福祉の研究を行う研究部門、法人内外の人材の育成を行う人材

育成部門、法人の運営や経営を担う企画部門を設置する予定である。 

 

イ 人事・給与制度 

職員の給与、勤務時間、休暇等の勤務条件は、基本的に県の制度に

準拠する方向で検討を進めている。 

 

ウ 財務・会計制度 

法人に出資する財産の整理・鑑定評価のほか、諸規程の整備等を進

めている。 

 

エ 情報システム 

情報システム（人事給与システム、財務会計システム等）の導入に

向けて、設計やネットワークの構築を行い、動作確認の準備を進めて

いる。 

また、法人ホームページの作成を進め、令和８年３月にプレオープ

ンを予定している。 

 

 

- 12 -



オ 科学的な福祉の研究及び実践、人材育成の実施に向けた取組 

・ 地域資源の活用が利用者の健康・ＱＯＬ等の向上に与える影響や

利用者の健康状態・栄養状態の把握と効果的な支援に関する研究、

共感力を用いたより良い支援の検討など法人化に先駆けたプレ研究

を実施している。 

・ 法人職員のキャリアパスや研修体系等の人材育成計画の検討を進

めている。 

 

カ 職員確保に向けた取組 

法人設立当初の職員の構成は、県派遣職員とプロパー職員からなる。 

(ｱ) 県職員の派遣 

法人は、中井やまゆり園を母体とするものであり、法人職員のプ

ロパー化を進める間、プロパー職員の採用状況に応じて、県職員を

派遣する。 

そのため、個別面談や園職員向けの説明会の実施、庁内ポータル

を通して、福祉職に対し法人に関する情報の発信を行っている。 

また、法人に派遣する福祉職を確保するためには、法人が目指す

新しい福祉への職員の理解を深めることが重要であるため、モデル

寮における取組や成果を県の福祉職へ浸透させ、意識の向上を図っ

ていく。 

(ｲ) プロパー職員の確保（採用予定日 令和８年４月１日） 

募集分野・試験 募集人数 募集期間 
募集 

結果 

最終 

合格 

福
祉
職 

第１回 40 名程度 令和７年３月３日～４月 30 日 90 名 48 名 

第２回 20 名程度 令和７年６月２日～６月 30 日 51 名 20 名 

第３回 15 名程度 令和７年９月１日～９月 28 日 69 名 28 名 

中核人材 

(ﾏﾈｰｼﾞｬｰ職) 
７名程度 令和７年 11 月 12 日～12 月１日 18 名 

令和８年１月

中旬（予定） 
 

作業療法士 

免許保有者 
10 名程度 令和７年 11 月 17 日～12 月８日 １名 令和８年１月

下旬（予定） 
女性 10 名程度 令和７年 11 月 17 日～12 月８日 12 名 
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募集分野・試験 募集人数 募集期間 
募集 

結果 

最終 

合格 

事
務
職 

一般 

若干名 

（５名程度） 

令和７年９月１日～９月 28 日 ３名 １名 

経験者 

(民間企業等

の職務経験

５年以上) 

令和７年９月１日～９月 28 日 34 名 ５名 

そ
の
他 

中核人材 

(ﾘｰﾀﾞｰ職) 

 (事務職又

は福祉職) 

３名程度 令和７年 11 月 12 日～12 月１日 23 名 令和８年１月

中旬（予定） 

看護師 ２名程度 令和７年 11 月 12 日～12 月１日 ７名 

 ※そのほか、今後も、非常勤職員採用試験等を実施予定 

キ 施設整備等 

・ 法人事務局の執務室や役員室となる事務棟や倉庫の整備を進めて

いる。 

・ 法人のシンボルとなるロゴマークについて、デザインコンペを実

施した上で、中井やまゆり園の利用者や家族等も含む投票を実施し

た。今後、諸手続を経て決定する。 

・ 秦野駅周辺に職員宿舎として集合住宅を借り上げる等、魅力ある

職場づくりに向けた取組を進める。 

 

(7) 神奈川県地方独立行政法人神奈川県立福祉機構評価委員会 

神奈川県地方独立行政法人評価委員会条例第２条に基づき、神奈川県

地方独立行政法人神奈川県立福祉機構評価委員会（以下「評価委員会」

という。）を置く。 

ア 主な役割 

・ 中期目標及び中期計画に対する意見の提示 

・ 業務実績評価に対する意見の提示 

 

イ 任期 

令和７年６月２日～令和９年３月31日 
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ウ 委員名簿 

氏名 所属・役職名等 

尾崎 雅代 尾崎公認会計士事務所 公認会計士 

楠  聖伸 武蔵野大学ウェルビーイング学部 講師 

熊谷 晋一郎 東京大学先端科学技術研究センター 教授 

鈴木 敏彦 淑徳大学 副学長 

名里 晴美 社会福祉法人訪問の家 理事長 

吉田 勝明 公益社団法人神奈川県病院協会 会長 

 
(8) 中期目標 

設立団体の長が指示する中期目標について、今定例会に議案として提

出した。 

 

(9) 中期計画 

ア 中期計画の意義 

中期計画は、設立団体の長から指示された中期目標を達成するため

に地方独立行政法人が作成する具体的な計画であり、法人は自ら定め

た計画に従い、自主性・自律性をもって業務を実施する。 

 

イ 中期計画に定める事項（地方独立行政法人法（以下「法」という。

第26条第２項） 

・ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する

目標を達成するためとるべき措置 

・ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき

措置 

・ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

・ 短期借入金の限度額 

・ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見

込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 

・ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計

画 

・ 剰余金の使途 

・ その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

 

ウ 中期計画を定め、又はこれを変更しようとするときの手続（法第26

条第１項） 
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    設立団体の長の認可を受けなければならない。 

 

エ 中期計画（素案） 

令和７年第３回定例会厚生常任委員会（９月）に報告した中期計画

（骨格）を踏まえて、別紙のとおり中期計画（素案）を作成した。 

 

オ 中期計画（素案）の概要 

(ｱ) 中期計画の期間 

     令和８年４月１日から令和13年３月31日までの５年間とする。 

(ｲ) 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する

目標を達成するためとるべき措置 

ａ 当事者目線による地域生活支援の実践 

(a) 豊かな暮らしづくりの実践 

〇 共感に基づくチームでの利用者支援 

・ 共感に基づく支援 

利用者の生い立ちを含む人生、日々の困り事や喜びへの

理解を促進する。 

また、利用者の変化と可能性に触れることにより共感を

形成するとともに、利用者の状態や希望に応じた柔軟な判

断に基づく寄り添った支援に取り組む。 

・ 科学的根拠に基づく当事者目線による支援 

支援の現場における課題を科学的な福祉の研究に反映す

るとともに、その成果を活用することにより、科学的根拠

に基づく当事者目線による生活支援の実践に取り組む。 

個別支援計画や利用者及び家族等への説明において、そ

の支援の根拠を明確化する。 

・ ウェルビーイングを高める組織体制や働き方等の導入 

 利用者・職員相互のウェルビーイングを高めるため、利

用者の豊かな暮らしづくりと職員の働き方を両立させる組

織体制、職員配置、勤務シフトの仕組み、人材育成・評価

システムを構築する。 

〇 日常的な生活支援に立脚した健康管理の実践 

・ 地域における診療体制の充実及び質の向上 

県や医療機関等と連携し、地域の医療機関等に知的障害

者の健康管理・医療問題や診療方法等に関する情報提供に

取り組むとともに、施設と地域の医療機関、調剤薬局など
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の連携による医療・支援情報の共有化を検討する。 

地域の医療機関及び相談支援機関等と連携し、地域の診

療体制等の情報提供に取り組む。 

〇 役割をつくるための日中活動の充実 

・ 地域活動の充実 

障害者の可能性と地域における役割を広げるため、生活

介護事業所の設置・運営等を通じて、障害者の地域活動の

充実に取り組む。 

〇 暮らしの場の充実と地域生活移行 

・ 地域における暮らしの場の確保 

現在の利用者の居場所を必ず確保することを前提に、一

人暮らし、自宅や民間グループホーム等への移行に向けた

調整に加え、県立グループホームの設置に取り組む。 

県立グループホームの運営を通じた望ましい暮らしの場

やそのための支援のあり方を検証し、県へ報告する。 

・ 地域生活移行の推進 

多職種や家族等を含むチームにより意思決定支援を行い、

地域生活体験やピアサポートなどを実施しながら利用者の

望む暮らしの実現に取り組む。 

・ 地域生活移行後のフォローアップ 

利用者の地域生活移行後の定期的な移行先への訪問や連

絡、そこでの生活状況の家族等への説明を行うほか、必要

に応じて短期入所や再び地域で暮らせるようにするため期

間を定めて再入所を受け入れるなど、継続的な地域生活移

行・定着支援に取り組む。 

・ 通過型施設としての役割の確立 

一時的に地域での生活が困難となった障害者について、

その人が置かれた環境や必要性を踏まえて、短期、長期に

関わらず、期間を定めたうえで入所の受入れを行うととも

に、家族や地域の関係機関と連携し､再び地域で暮らせる

ようにするための支援に取り組む。 

通過型施設としての支援のスキームを作成するとともに、

ホームページ、研修や障害者自立支援協議会等を通じて他

施設、自治体等への情報の発信に取り組む。 

(b) 地域とのつながりをつくる連携の実践 

〇 関係をつくる 
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〇 役割をつくる 

〇 地域をつなげて広める 

他の施設・事業所等との合同による支援に対する考えの共

有や振り返り、スーパービジョンや人材確保・定着・育成等

につながる事業に取り組む。 

(c) 望みに寄り添う相談支援の実践 

〇 困り事の把握と橋渡し 

地域の支援体制を見える化するとともに、日中活動の場な

どを活用して地域相談窓口を創設し、地域の障害者の困り事

の把握と必要な支援への橋渡しに取り組む。 

〇 特定相談支援及び一般相談支援の実施 

指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所を設

置し、計画相談支援及び地域相談支援を実施する。 

〇 発達障害者相談支援の実施 

神奈川県発達障害支援センターの相談機能を継続する。 

ｂ 科学的な福祉の研究に基づく当事者目線の推進 

(a) 障害者の心身状態の見える化に関する研究 

(b) 有効な支援のあり方に関する研究 

(c) 県から指示を受けて実施する研究 

(d) 当事者が参加する研究の推進と公正性の確保 

   障害当事者等の提案や現場職員の意見を踏まえて研究テーマ

を決定するとともに、障害当事者や現場職員等が研究員を兼務

して研究に参加するプロジェクトチーム方式による研究の実施

に取り組む。 

(e) 研究成果の社会への還元 

研究成果とその実践例の発信に取り組むほか、大学等の教育

研究機関、民間施設・事業所等と連携し、将来的な学生や職員

に対する研修、助言活動や職員交流等による人材育成に向けた

仕組みづくりに取り組む。 

ｃ 当事者目線の支援を実践する人材の育成 

(a) 法人職員の育成 

〇 基礎力や専門力を高める研修の実施 

当事者目線の支援を実践していくために必要な基礎力、実

行力、専門性や意欲等を持った職員を育成する研修体系を構

築するとともに、将来的に異業種を含む企業等との職員交流

や合同事業等を実施するなど、外部機関と連携しながら効果
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的な研修に取り組む。 

〇 現場における効果的な実践 

(b) 地域の施設・事業所等職員の育成 

研修機関や施設・事業所等との合同による研修、スーパービ

ジョンや職員交流等に取り組む。 

ｄ 地域共生社会の実現に向けた普及啓発 

科学的な福祉の研究及びその当事者目線による実践の成果につ

いて、地域のイベント、ホームページ、ＳＮＳや刊行物等による

発信に取り組む。 

中井やまゆり園を拠点として、地域から共生社会を広めるシン

ポジウム、学校への出前講座や支援体験授業の実施を検討してい

くほか、日常的なボランティアの受入れや日中活動の場における

交流・共同作業などを通じた普及啓発に取り組む。 

(ｳ) 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき

措置 

ａ 運営体制の確保 

(a) 業務の引継ぎ 

(b) 職員の計画的な確保と定着 

(c) 研究や人材育成等の業務実施体制の確保 

ｂ 組織及び人事配置の適正な運用 

ｃ その他ＰＤＣＡサイクルによる継続的な改善 

(a) 適時適切な報告の仕組みの構築 

(b) 利用者及び職員の満足度の把握と反映 

(c) 組織マネジメントの強化 

(ｴ) 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

ａ 自己収入の確保 

ｂ 経営資源の有効活用 

(ｵ) 予算(人件費の見積もりを含む。)、収支計画及び資金計画 

ａ 予算（令和８年度～令和12年度） 

ｂ 収支計画（令和８年度～令和12年度） 

ｃ 資金計画（令和８年度～令和12年度） 

(ｶ) 短期借入金の限度額 

ａ 短期借入金の限度額 

ｂ 想定される理由 

(ｷ) 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見

込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 
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(ｸ) (ｷ)に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供し

ようとするときは、その計画 

(ｹ) 余剰金の使途 

(ｺ) その他業務運営に関する重要事項の目標を達成するためとるべき

措置 

ａ 施設設備の維持管理、リノベーションの実施 

ｂ 支援や運営の見える化、積極的な情報の公表及び県への報告 

(ｻ) その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

ａ 人事に関する計画 

ｂ 県からの長期借入金の限度額 

ｃ 積立金の処分に関する計画 

 

カ 評価委員会における主な意見 

令和７年10月24日に第３回評価委員会を開催し、中期目標（案）及

び中期計画（素案）について審議を行った。 

（中期計画（素案）に対する委員からの主な意見） 

(ｱ) 当事者目線による地域生活支援の実践について 

・ 日常で気になったこと、感じたことを記録して職員間で振り返

り、話し合うような機会を作ることが大切である。 

・ 課題の反対には同じ分だけのよい変化・成長があるため、その

両方の振り返りができることが大事である。 

・ ケアマネジメントなどの支援のプロセスを評価するような指標

を考えてもらいたい。 

・ ボランティアの数や利用者が外で地域の方と出会う活動など、

目標項目を厚くした方がよい。 

(ｲ) 科学的な福祉の研究に基づく当事者目線の推進について 

・ 参加型研究における当事者の参画度合いについて、コンサルテ

ーション、コラボレーション、ユーザーレッドのどのレベルにあ

るかをＫＰＩに入れておくと、先進的に見えるのではないか。 

・ 福祉機構の取組の先進性や国際的な比較研究等を考えると、世

界の障害統計で使われている指標を入れると発展性がある。 

・ 県内外の障害福祉施設や事業所等における活用例の報告がある

と、職員のモチベーションの向上に繋がるのではないか。 

・ 当事者と一緒に作ったプレスリリース件数を目標値に置くこと

も重要ではないか。 

・ 地域向けの実践発表など、定期的に身近な地域の人たちに対し
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て報告する機会があるとよい。 

(ｳ) 当事者目線の支援を実践する人材の育成について 

・ 上司や同僚との対話など、よい変化を語り合うことを数字化で

きると面白いのではないか。 

・ 職員個人のウェルビーイング指標として、職員の心の状態も定

期的に測るという取組を入れてもよいのではないか。 

・ 心理的安全性を指標として示した上で、それを上げるための手

立ては、現場にある程度委ねてもよいのではないか。 

(ｴ) 財務内容の改善に関する事項について 

・ 中井やまゆり園は、短期利用と地元に移行するための中継地点

という形の施設に変わる方向性であるため、報酬体系が変わって

くることも視野に入れた経営計画の策定が必要ではないか。 

 

(10) 今後のスケジュール 

令和８年１月  認可申請 

３月  総務大臣による法人の設立認可 

４月  法人の登記・設立 
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地方独立行政法人神奈川県立福祉機構中期目標（案） 

及び中期計画（素案）対照表 

 

中期目標（案） 中期計画（素案） 

前文 前文 

神奈川県（以下「県」という。）は、津久井

やまゆり園事件の経験を踏まえて、ともに生き

る社会かながわ憲章や「神奈川県当事者目線の

障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指し

て～」を制定し、地域共生社会の実現に向け

て、当事者目線の障害福祉を推進してきた。 

こうした中、県立障害者支援施設は、率先し

て当事者目線の支援の実現に向けて取り組んで

いるが、当事者目線の支援を実践するための改

革が十分に進まず、いのちに関わる問題も浮き

彫りになっている。こうした支援における課題

は、県立障害者支援施設だけでなく、障害者支

援施設全体に共通する課題である。 

このため、当事者目線の障害福祉の一層の推

進に向けては、大学や企業等と連携した研究を

通じて、福祉の現場に科学の視点を取り入れ、

再現性のある当事者目線に立った支援を確立す

るとともに、それを実践していく必要がある。 

一方で、障害者の望む暮らしを実現するため

には、障害福祉サービスに従事する職員をはじ

め、地域で暮らす一人ひとりが、障害者の思い

や望みへの共感を深め、障害者を含めて地域の

中でそれぞれの役割を果たすことを通じて、互

いに支え合うことのできる地域をつくる必要が

あり、それを担う人材の育成が不可欠である。 

こうした取組の中で得られた知見は、福祉と

いう枠を超えて社会全体へと波及させることに

より、誰もがその人らしく暮らすことのできる

地域共生社会へとつなげていくことが期待され

ている。 

そこで、県は、条例の基本理念に基づき、障

害者の地域生活を支援するとともに、科学的な

福祉を研究及び実践し、そのために必要な人材

を育成する拠点となり、福祉に関する諸課題の

解決に広く貢献することにより、誰もがその人

らしく暮らすことのできる地域共生社会を実現

することを目的に、地方独立行政法人神奈川県

立福祉機構（以下「法人」という。）を設立す

ることとした。 

この目的を達成するため、次のとおり中期目

標を策定し、法人に対して指示するものであ

る。 

地方独立行政法人神奈川県立福祉機構（以下

「法人」という。）は、地方独立行政法人法

（平成15年法律第118号）第25条の規定に基づ

き、神奈川県知事から指示を受けた令和８年４

月１日から令和13年３月31日までの５年間にお

ける中期目標を達成するための計画を、次のと

おり定める。 

 

別紙 
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中期目標（案） 中期計画（素案） 

第１ 中期目標の期間 ― 

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで

の５年間とする。 

 

― 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の

業務の質の向上に関する事項 

第１ 住民に対して提供するサービスその他の

業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

１ 当事者目線による地域生活支援の実践 

(1) 豊かな暮らしづくりの実践 

「県立中井やまゆり園当事者目線の支援

アクションプラン～一人ひとりの人生を支

援する～」を継承し、中井やまゆり園の利

用者（以下「利用者」という。）をはじめ

とする障害者一人ひとりの豊かな暮らしづ

くりの実践に取り組むこと。 

ア 共感に基づくチームでの利用者支援 

(ｱ) 共感に基づく支援 

利用者の人生、日々の困り事や喜び

などに関心を寄せ、共感し、本人の望

みに寄り添った支援に取り組むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) チームによる支援 

直接支援に関わる職員だけでなく、

多職種や家族等も含むチームによる支

援を行うこと。 

 

     (ｳ) 科学的根拠に基づく当事者目線によ

る支援 

障害者の心身状態の見える化や有効

な支援に関する研究等（以下「科学的

な福祉の研究」という。）の成果を活

用した当事者目線による生活支援を実

践すること。 

 

 

 

 

 

 

１ 当事者目線による地域生活支援の実践 

(1) 豊かな暮らしづくりの実践 

「県立中井やまゆり園当事者目線の支援

アクションプラン～一人ひとりの人生を支

援する～」を継承し、中井やまゆり園の利

用者（以下「利用者」という。）をはじめ

とする障害者一人ひとりの豊かな暮らしづ

くりを実践する。 

ア 共感に基づくチームでの利用者支援 

(ｱ) 共感に基づく支援 

利用者一人ひとりの生育歴や人とな

りシートの作成及び充実、利用者との

面談を通じて、利用者の生い立ちを含

む人生、日々の困り事や喜びへの理解

を促進する。 

また、地域における利用者の活動計

画・目標の作成、日々の活動とその振

り返りを通じて、利用者の変化と可能

性に触れることにより共感を形成する

とともに、利用者の状態や希望に応じ

た柔軟な判断に基づく寄り添った支援

に取り組む。 

(ｲ) チームによる支援 

多職種や家族等のチームによるサー

ビス等利用計画や個別支援計画の作

成、カンファレンスやモニタリング会

議を通じた支援の充実に取り組む。 

(ｳ) 科学的根拠に基づく当事者目線によ

る支援 

直接支援に関わる職員等が研究プロ

ジェクトに参加することを通じて、支

援の現場における課題を科学的な福祉

の研究に反映するとともに、その成果

を活用することにより、科学的根拠に

基づく当事者目線による生活支援の実

践に取り組む。 

個別支援計画や利用者及び家族等へ

の説明において、その支援の根拠を明

確化する。 
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中期目標（案） 中期計画（素案） 

(ｴ) ウェルビーイングを高める組織体制 

や働き方等の導入 

利用者だけでなく、そこで働く職員

を含むウェルビーイング（個人や社会

のよい状態）を高めていくためにふさ

わしい組織体制や働き方、研修を含め

た人材育成・評価の仕組みを導入する

こと。その際、職員一人ひとりの価値

観や支援に対する考え方等も大切にす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 日常的な生活支援に立脚した健康管理

の実践 

(ｱ) 利用者の変化と健康への関心の意識

付け 

中井やまゆり園は利用者の生活空間

であるため、日常的な生活支援の場面

から、直接支援に関わる職員が利用者

の変化と健康に深い関心を持つよう意

識付けをすること。 

     (ｲ) 科学的根拠に基づく当事者目線によ

る健康管理 

科学的な福祉の研究の成果の活用や

県の未病施策との連携により、当事者

目線による利用者の心身機能の維持向

上に取り組むこと。 

また、利用者一人ひとりの「いの

ち」を守るための健康管理の指針や判

断基準となる健康管理のガイドライン

を定めるとともに、健康管理に関わる

専門職を適切に配置し、直接支援に関

わる職員と専門職の間における適切な

認識や情報の共有及び連携に基づく健

康管理を実践すること。 

さらに、健康管理のガイドライン

は、常にアップデートするとともに、

県と連携し、医療リソースが異なる他

の障害者支援施設等でも利用できるよ

う検討し、効果的な実践例等とともに

発信すること。 

(ｴ) ウェルビーイングを高める組織体制 

や働き方等の導入 

利用者・職員相互のウェルビーイン

グを高めるため、利用者の豊かな暮ら

しづくりと職員の働き方を両立させる

組織体制、職員配置、勤務シフトの仕

組み、人材育成・評価システムを構築

する。 

・ 職員間のコミュニケーションを充

実させるためのフラットな体制の構

築 

・ 日中活動と夜間の生活支援を一貫

して行う組織や勤務シフトの構築 

・ 寮間を含む組織の横のつながりを

生む仕組みづくり 

・ 職員一人ひとりの人となり、大切

にしている価値観や支援に対する考

え方等の把握 

イ 日常的な生活支援に立脚した健康管理

の実践 

(ｱ) 利用者の変化と健康への関心の意識

付け 

利用者の些細な変化に関心を持てる

ようにするため、すべての利用者に対

して定期的な医療アセスメントを実施

する。 

 

     (ｲ) 科学的根拠に基づく当事者目線によ

る健康管理 

専門職が研究プロジェクトに参加す

るとともに、県の未病施策などと連携

することにより、利用者の心身機能の

維持向上を図るため、科学的根拠に基

づく当事者目線による健康管理を実践

する。 

直接支援に関わる職員と専門職が連

携して健康管理のガイドラインを作成

し、日常的に情報の共有を図りながら

実践に取り組むとともに、その成果を

見える化することにより、定期的なア

ップデートを検討する。 

県と連携して、他の障害者支援施設

等で利用できる健康管理のガイドライ

ンを検討するとともに、日常的な健康

管理の実践例等を発信する。 
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中期目標（案） 中期計画（素案） 

    (ｳ) 地域における診療体制の充実及び質

の向上 

県や医療機関等と連携し、地域にお

ける知的障害者の診療体制の充実、健

康管理・医療の質の向上に取り組むこ

と。 

さらに、地域の障害者の健康支援の

ため、地域における診療体制等の情報

提供に取り組むこと。 

 

 

ウ 役割をつくるための日中活動の充実 

(ｱ) 地域活動の充実 

どんな障害があっても施設での暮ら

しで完結することなく、地域での日中

活動など職住分離を前提として、障害

者の可能性と地域における役割を広げ

る活動の充実に取り組むこと。 

     (ｲ) 地域の施設・事業所等との共同事業

の実施 

地域の施設・事業所等との共同事業

として、世代を超えた交流や障害の有

無等にとらわれない交流のほか、高齢

者やひとり親の孤立、子どもの遊び場

の不足などの地域の課題の解消に資す

るような日中活動に取り組むこと。 

(ｳ) 科学的根拠に基づく当事者目線によ

る日中活動 

日中活動の場を研究と実践のフィー

ルドとして活用し、その成果を生かし

た日中活動を実践すること。 

また、他の施設・事業所等に対して

科学的根拠に基づく当事者目線による

日中活動の普及に取り組むこと。 

 

 

 

エ 暮らしの場の充実と地域生活移行 

     (ｱ) 職住分離を基本とする生活の構築 

地域における暮らしをつくるため、

職住分離を基本とする生活の構築に取

り組むこと。 

     (ｲ) 地域における暮らしの場の確保 

現在の利用者の居場所を必ず確保す

ることを前提に、一人暮らし、自宅や

民間グループホーム等への移行に向け

た調整に加え、県立グループホームの 

(ｳ) 地域における診療体制の充実及び質

の向上 

県や医療機関等と連携し、地域の医

療機関等に知的障害者の健康管理・医

療問題や診療方法等に関する情報提供

に取り組むとともに、施設と地域の医

療機関、調剤薬局などの連携による医

療・支援情報の共有化を検討する。 

地域の医療機関及び相談支援機関等

と連携し、地域の診療体制等の情報提

供に取り組む。 

ウ 役割をつくるための日中活動の充実 

(ｱ) 地域活動の充実 

障害者の可能性と地域における役割

を広げるため、生活介護事業所の設

置・運営等を通じて、障害者の地域活

動の充実に取り組む。 

 

     (ｲ) 地域の施設・事業所等との共同事業

の実施 

地域の施設・事業所等と連携し、地

域課題の解消に資する地域コミュニテ

ィの創出や運営等の共同事業を実施す

ることにより、地域の理解や参加の促

進に取り組む。 

 

(ｳ) 科学的根拠に基づく当事者目線によ

る日中活動 

科学的な福祉の研究の成果を活用

し、日中活動における科学的根拠の明

確化を図り、個別支援計画等に反映す

る。 

他の施設・事業所等に対して、科学

的根拠に基づく当事者目線による日中

活動の実践例等を情報発信するととも

に、職員交流等を通じて普及に取り組

む。 

エ 暮らしの場の充実と地域生活移行 

     (ｱ) 職住分離を基本とする生活の構築 

地域における暮らしをつくるため、

職住分離を基本とする生活の実践に取

り組む。 

     (ｲ) 地域における暮らしの場の確保 

現在の利用者の居場所を必ず確保す

ることを前提に、一人暮らし、自宅や

民間グループホーム等への移行に向け

た調整に加え、県立グループホームの 
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中期目標（案） 中期計画（素案） 

設置に取り組むこと。 

また、医療的ケアや行動障害といっ

た、現在の制度の下で地域における暮

らしが難しい状況にある障害者の暮ら

しの場の充実を図るため、県立グルー

プホームの運営を通じた望ましい暮ら

しの場やそのための支援のあり方を検

証し、県へ報告すること。 

     (ｳ) 地域生活移行の推進 

多職種や家族等を含むチームによる

意思決定支援に基づき、地域生活体験

やピアサポートなどを通じて利用者の

望む暮らしの実現に向けて、地域の住

民、事業所、相談機関、医療機関及び

行政機関等との十分な調整を行うとと

もに、地域の理解や交流を広げなが

ら、地域生活移行に取り組むこと。 

なお、どんな障害があっても望む暮

らしを実現できるようにすることを目

指し、障害の状態などにより特に地域

生活移行が困難と考えられる利用者か

ら積極的に取り組むこと。 

地域生活移行スキームを整理し、民

間法人や自治体等への普及に取り組む

こと。 

 

 

 

 

     (ｴ) 地域生活移行後のフォローアップ 

利用者が地域生活移行した後に安心

して暮らしていけるよう、定期的なフ

ォローアップを行い、必要に応じて短

期入所の活用や再び地域で暮らせるよ

うにするための期間を定めた再入所の

受入れも行いながら継続的な定着支援

に取り組むこと。 

 

 

(ｵ) 施設規模の見直し 

大規模施設は、管理的、閉鎖的な支

援に陥りやすいという構造的な課題が

あることから、施設規模の見直しを進

めること。 

(ｶ) 通過型施設としての役割の確立 

通過型施設として、一時的に地域で

の生活が困難となった障害者につい 

設置に取り組む。 

県立グループホームの運営を通じた

望ましい暮らしの場やそのための支援

のあり方を検証し、県へ報告する。 

 

 

 

 

     (ｳ) 地域生活移行の推進 

多職種や家族等を含むチームにより

意思決定支援を行い、地域生活体験や

ピアサポートなどを実施しながら利用

者の望む暮らしの実現に取り組む。 

地域生活移行計画を作成し、移行先

の地域の住民、事業所、相談機関、医

療機関及び行政機関等と調整し、地域

の理解や参加を広げながら、着実に地

域生活移行を進めることができるよう

に、進捗管理に取り組む。 

これまで地域生活移行が困難と考え

られてきた利用者についても、中井や

まゆり園職員と利用者が一緒にグルー

プホームへ移行する伴走型支援の実践

などを通じて、地域生活移行につなげ

ることができるように積極的に取り組

む。 

地域生活移行スキームを整理し、民

間法人や自治体等への普及活動に取り

組む。 

     (ｴ) 地域生活移行後のフォローアップ 

利用者や家族等の地域における暮ら

しに対する不安に寄り添い、利用者の

地域生活移行後の定期的な移行先への

訪問や連絡、そこでの生活状況の家族

等への説明を行うほか、必要に応じて

短期入所や再び地域で暮らせるように

するため期間を定めて再入所を受け入

れるなど、継続的な地域生活移行・定

着支援に取り組む。 

(ｵ) 施設規模の見直し 

通過型施設としての役割を果たしな

がら、暮らしの場として望ましい施設

規模への見直しに取り組む。 

 

(ｶ) 通過型施設としての役割の確立 

一時的に地域での生活が困難となっ

た障害者について、その人が置かれた 
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中期目標（案） 中期計画（素案） 

て、その人が置かれた環境や必要性を

踏まえて、短期、長期に関わらず、期

間を定めたうえで入所の受入れを行う

とともに、家族や地域の関係機関と連

携し､再び地域で暮らせるようにするた

めの支援を行うこと。 

なお、入所の受入れに至らなかった

場合であっても、その家族や地域の関

係機関との調整を行うなど、寄り添っ

た支援を行うこと。 

こうした通過型施設としての支援の

スキームを確立し、他の施設や自治体

等への普及に取り組むこと。 

     (ｷ) 中井やまゆり園のリノベーションや

修繕等の実施 

中井やまゆり園が暮らしの場にふさ

わしい施設であるためのリノベーショ

ンや柔軟・迅速な修繕等を実施するこ

と。 

 

 

 

 

(2) 地域とのつながりをつくる連携の実践 

利用者をはじめとする障害者の地域との

関係やそこでの役割をつくるとともに、そ

うした地域をつなげて広めるため、地域の

住民、企業、障害福祉サービス事業所、医

療機関、相談機関、教育機関、公共交通機

関、行政機関などとの連携を実践するこ

と。 

ア 関係をつくる 

園周辺及び移行先の地域の住民、商

店、病院、学校、公共交通機関、相談機

関、市町村役場等と利用者の間で、日々

のあいさつ、買い物、通院、困り事の相

談などが当たり前にできるような顔の見

える関係づくりを進めること。 

イ 役割をつくる 

障害者の地域における暮らしは、地域

とのつながりの中で障害者を支える存在

を増やすだけでなく、障害者の可能性を

広げて、障害者が地域を支える存在とな

る必要があるため、地域の課題を把握

し、それらの解消に資するような活動

や、そのための場の創出に取り組むこ

と。 

環境や必要性を踏まえて、短期、長期

に関わらず、期間を定めたうえで入所

の受入れを行うとともに、家族や地域

の関係機関と連携し､再び地域で暮らせ

るようにするための支援に取り組む。 

通過型施設としての支援のスキーム

を作成するとともに、ホームページ、

研修や障害者自立支援協議会等を通じ

て他施設、自治体等への情報の発信に

取り組む。 

 

 

 

     (ｷ) 中井やまゆり園のリノベーションや

修繕等の実施 

中井やまゆり園の利用者のよりよい

暮らしの場をつくるため、リノベーシ

ョンを実施する。 

柔軟・迅速な修繕等を実施するため

体制及びスキームを構築し、暮らしの

場にふさわしい生活環境を維持するた

めに修繕等に取り組む。 

 

(2) 地域とのつながりをつくる連携の実践 

利用者をはじめとする障害者の地域との

関係やそこでの役割をつくるとともに、そ

うした地域をつなげて広めるため、地域の

住民、企業、障害福祉サービス事業所、医

療機関、相談機関、教育機関、公共交通機

関、行政機関などとの連携に取り組む。 

 

ア 関係をつくる 

移行先地域の見える化や地域における

生活体験や交流などを通じて、顔の見え

る関係づくりに取り組む。 

 

 

 

イ 役割をつくる 

地域の事業所等と連携するとともに、

相談支援等の法人の取組の中で把握した

地域課題を共有し、その解消に資する活

動や活動場所の創出に取り組む。 

 

 

 

 

- 27 -



中期目標（案） 中期計画（素案） 

ウ 地域をつなげて広める 

他の施設・事業所等と連携し、合同で

地域との関係づくりや障害者の役割をつ

くる事業を実施するとともに、支援に対

する考えの職員同士の対話や振り返り、

スーパービジョン（助言・指摘を受けて

行動を修正する取組）や人材確保・定

着・育成等に取り組むこと。 

また、連携事例を発信するとともに、

県への政策提案や市町村への情報共有を

すること。 

 

(3) 望みに寄り添う相談支援の実践 

  (ｱ) 生活支援との連動 

直接支援に関わる職員とともに、暮

らしに寄り添った相談支援を実践する

こと。 

 

 

    (ｲ) 科学的根拠に基づく当事者目線によ

る相談支援の実践 

科学的な福祉の研究の成果を生かし

て、意思決定支援を基礎とした当事者

目線による相談支援を実践すること。 

 

 

     (ｳ) 困り事の把握と橋渡し 

地域の事業所や行政機関、医療機関

等と連携し、地域の日中活動の場など

も活用して障害者や家族等の困り事を

把握し、適切な支援への橋渡しを行う

こと。 

     (ｴ) 特定相談支援及び一般相談支援の実

施 

地域の相談支援を充実するため、地

域の障害者が最適な障害福祉サービス

等を受けられるよう、特定相談支援及

び一般相談支援を実施すること。 

特に、地域の複数の相談支援事業所

と協働し、きめ細やかな相談支援体制

の構築や相談支援の質の向上に取り組

むこと。 

 

   (ｵ) 発達障害者相談支援の実施 

神奈川県発達障害支援センターの相

談機能を継続すること。 

 

ウ 地域をつなげて広める 

他の施設・事業所等との合同による支

援に対する考えの共有や振り返り、スー

パービジョンや人材確保・定着・育成等

につながる事業に取り組む。 

地域との関係や障害者の役割をつくる

取組事例をホームページや障害者自立支

援協議会等で発信するほか、県への政策

提案や市町村への情報共有に取り組む。 

 

 

 

(3) 望みに寄り添う相談支援の実践 

   (ｱ) 生活支援との連動 

直接支援に関わる職員と連携し、生

活支援と連動した相談支援を実践す

る。 

利用者が外部の計画相談支援を利用

できるよう支援する。 

    (ｲ) 科学的根拠に基づく当事者目線によ

る相談支援の実践 

障害者の心身状態の見える化などの

科学的な福祉の研究の成果を生かしな

がら、科学的根拠に基づく意思決定支

援に基づく当事者目線による相談支援

の実践に取り組む。 

     (ｳ) 困り事の把握と橋渡し 

地域の支援体制を見える化するとと

もに、日中活動の場などを活用して地

域相談窓口を創設し、地域の障害者の

困り事の把握と必要な支援への橋渡し

に取り組む。 

     (ｴ) 特定相談支援及び一般相談支援の実

施 

指定特定相談支援事業所及び指定一

般相談支援事業所を設置し、計画相談

支援及び地域相談支援を実施する。 

将来的な他の相談支援事業所との協

働による相談窓口の創設など、地域の

障害者の支援体制の構築を進めるとと

もに、合同での事例検討やスーパービ

ジョンなどを通じて相談支援の質の向

上に取り組む。 

   (ｵ) 発達障害者相談支援の実施 

神奈川県発達障害支援センターの相

談機能を継続する。 
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中期目標（案） 中期計画（素案） 

(ｶ) 地域生活移行後のフォローアップ

（再掲） 

利用者が地域生活移行した後に安心

して暮らしていけるよう、定期的なフ

ォローアップを行い、必要に応じて短

期入所の活用や再び地域で暮らせるよ

うにするための期間を定めた再入所の

受入れも行いながら継続的な定着支援

に取り組むこと。 

 

 

(ｷ) 法人の取組や政策形成への反映 

相談支援で把握した障害者等のニー

ズや地域課題等を法人の取組に反映す

るとともに、県への政策提案や市町村

への情報共有など政策形成等に資する

取組を行うこと。 

また、地域生活で支援が必要な方に

対する相談支援や地域の相談支援事業

所への支援などへの発展も検討するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 科学的な福祉の研究に基づく当事者目線の

推進 

(1) 障害者の心身状態の見える化に関する研

究 

意思の表明が難しい障害者等の思いや身

体の状態を理解し、望む暮らしを実現する

上で有効な支援のあり方を明らかにするた

め、障害者の心身の状態を定量化し、見え

る化するための研究を推進すること。 

 

(2) 有効な支援のあり方に関する研究 

障害者と支援者双方のウェルビーイング

を向上させるため、障害者の健康維持管理

や日中活動など、有効な支援のあり方に関

する研究を推進すること。 

 

(3) 県の施策として実施すべき研究 

県の施策として実施すべき研究を推進す

ること。 

(ｶ) 地域生活移行後のフォローアップ

（再掲） 

利用者や家族等の地域における暮ら

しに対する不安に寄り添い、利用者の

地域生活移行後の定期的な移行先への

訪問や連絡、そこでの生活状況の家族

等への説明を行うほか、必要に応じて

短期入所や再び地域で暮らせるように

するため期間を定めて再入所を受け入

れるなど、継続的な地域生活移行・定

着支援に取り組む。 

(ｷ) 法人の取組や政策形成への反映 

相談員の研究プロジェクトへの参加

を通じて、相談支援の中で把握した課

題等を科学的な福祉の研究へ反映する

とともに、その現場における実践例を

障害者自立支援協議会等を通じて共有

し、連携による支援の充実に取り組

む。 

相談事例等を踏まえて、県への政策

提案や市町村への情報共有に取り組む

ほか、将来的な職員交流や共同事業の

実施等に向けて体制の構築に取り組

む。 

地域の相談支援体制の充実に向け

て、地域において中核的な役割を果た

す相談機関への発展を検討していく。 

 

２ 科学的な福祉の研究に基づく当事者目線の

推進 

(1) 障害者の心身状態の見える化に関する研

究 

（調整中） 

 

 

 

 

 

(2) 有効な支援のあり方に関する研究 

（調整中） 

 

 

 

 

(3) 県から指示を受けて実施する研究 

（調整中） 
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中期目標（案） 中期計画（素案） 

(4) 当事者が参加する研究の推進と公正性の

確保 

障害当事者、その支援者や家族等が参加

する研究の枠組みを積極的に取り入れ、障

害当事者等の提案や現場の課題を研究テー

マとし、障害当事者や現場職員等が一体と

なって研究プロジェクトを進め、その研究

成果を実践に反映させる体制を確立するこ

と。 

また、研究成果の法人施設等における実

践や社会への還元を含む一連のプロセスを

明示して研究プロジェクトを推進するとと

もに、研究に対する倫理審査や評価の枠組

みを確立し、研究の公正性を確保するこ

と。 

 

(5) 研究成果の社会への還元 

当事者目線の障害福祉を広めるため、大

学等の教育研究機関や民間施設・事業所等

と連携し、研究成果を現場での実践例とと

もに学生や職員の人材育成、地域への普及

啓発に生かすこと。 

また、県等の施策への反映や県を通じた

国への要望などに活用するとともに、福祉

に関する諸課題に対する研究成果の適用を

推進し、県と連携して福祉全体の底上げを

図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 当事者目線の支援を実践する人材の育成 

(1) 法人職員の育成 

ア 基礎力や専門力を高める研修の実施 

職員が業務を通じて自己実現を図るこ

とのできるキャリアパスに基づき、外部

機関とも連携して、当事者目線の支援を

実践するために必要な基礎力や専門力を

高める研修を実施すること。 

また、新たな知識や先例にとらわれな

い柔軟な考え方を身につけるため、障害

福祉分野に限らない様々な業種の企業等

との交流に積極的に取り組むこと。 

(4) 当事者が参加する研究の推進と公正性の

確保 

障害当事者等の提案や現場職員の意見を

踏まえて研究テーマを決定するとともに、

障害当事者や現場職員等が研究員を兼務し

て研究に参加するプロジェクトチーム方式

による研究の実施に取り組む。 

また、研究成果の社会への還元を含む研

究計画を作成するとともに、研究に対する

倫理審査や評価の枠組みを通じて、研究の

公正性を確保しながら、実践につなげられ

る仕組みづくりに取り組む。 

 

 

 

 

(5) 研究成果の社会への還元 

学会、刊行物、講演会、法人のホームペ

ージ、ＳＮＳ、地域における交流活動やイ

ベント等を通じて、研究成果とその実践例

の発信に取り組むほか、大学等の教育研究

機関、民間施設・事業所等と連携し、将来

的な学生や職員に対する研修、助言活動や

職員交流等による人材育成に向けた仕組み

づくりに取り組む。 

県への政策提案や市町村への情報共有を

行うことにより、施策との連動につなげて

いく。 

また、大学・医療機関・行政機関・関係

団体等と連携し、子ども、高齢者や支援を

必要としている方等の福祉に関する諸課題

への研究成果の適用につながる仕組みづく

りを検討していく。 

 

３ 当事者目線の支援を実践する人材の育成 

(1) 法人職員の育成 

ア 基礎力や専門力を高める研修の実施 

法人の目的と職員の自己実現をリンク

させるキャリアパスを構築する。 

また、当事者目線の支援を実践してい

くために必要な基礎力、実行力、専門性

や意欲等を持った職員を育成する研修体

系を構築するとともに、将来的に異業種

を含む企業等との職員交流や合同事業等

を実施するなど、外部機関と連携しなが

ら効果的な研修に取り組む。 
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中期目標（案） 中期計画（素案） 

イ 現場における効果的な実践 

研修の成果を現場で実践できるように

するための効果的なＯＪＴや、職員が自

らの支援を振り返り、見直すための気づ

きを与える仕組みを構築すること。 

また、職員の意欲を高める自己研さん

の仕組みを導入するとともに、課題の共

有や支援の振り返りを行うため、民間施

設・事業所等と職員交流等を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 地域の施設・事業所等職員の育成 

研修機関と連携し、計画的な人材育成が

難しい民間施設・事業所等に対して、当事

者目線の支援を実践する職員の育成に取り

組むこと。 

また、全国の施設・事業所等に当事者目

線の支援を広めるため、法人の人材育成の

体系や民間施設・事業所等との連携による

実践例等の情報を発信するとともに、職員

交流等に取り組むこと。 

 

 

 

４ 地域共生社会の実現に向けた普及啓発 

地域の住民や事業所、大学、病院等に対し

て、法人の取組や当事者目線の障害福祉、科

学的な福祉の研究及び当事者目線による実践

の成果等の普及啓発を行い、地域における障

害者に対する理解や地域とのつながりをつく

る活動への参加を促進すること。 

また、県の地域共生社会の実現に向けた取

組に協力すること。 

 

イ 現場における効果的な実践 

 一人ひとりの職員が設定した目標と習

得度に応じた計画的なＯＪＴの仕組みを

構築する。 

課題の共有や支援の振り返りのため、

日々の業務における効果的なミーティン

グや実践報告のほか、民間施設・事業所

等との合同による研修や職員交流に取り

組むとともに、将来的に実習やインター

ンシップの受入れ等も検討していく。 

職員の企画提案制度による新規事業の

開拓や資格取得支援による専門力向上な

ど、職員の意欲を高め、自律的な運営に

つなげるための自己研さんの仕組みを導

入する。 

 

(2) 地域の施設・事業所等職員の育成 

研修機関や施設・事業所等との合同によ

る研修、スーパービジョンや職員交流等に

取り組む。 

法人のホームページ、刊行物や学会等を

通じて、法人の人材育成に関する取組の情

報の発信に取り組む。 

大学等の教育研究機関、民間施設・事業

所等と連携し、将来的な学生や職員に対す

る研修、助言活動や職員交流等による人材

育成に向けた仕組みづくりに取り組む。

（再掲） 

 

４ 地域共生社会の実現に向けた普及啓発 

科学的な福祉の研究及びその当事者目線に

よる実践の成果について、地域のイベント、

ホームページ、ＳＮＳや刊行物等による発信

に取り組む。 

中井やまゆり園を拠点として、地域から共

生社会を広めるシンポジウム、学校への出前

講座や支援体験授業の実施を検討していくほ

か、日常的なボランティアの受入れや日中活

動の場における交流・共同作業などを通じた

普及啓発に取り組む。 

県の地域共生社会の実現に向けた取組に協

力していく。 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

を達成するためとるべき措置 

１ 運営体制の確保 

 (1) 業務の引継ぎ 

１ 運営体制の確保 

(1) 業務の引継ぎ 
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中期目標（案） 中期計画（素案） 

中井やまゆり園については、県から法人

へ運営主体が変わることを踏まえて、利用

者や家族等に寄り添い、県との間で丁寧に

業務を引き継ぐことのできる体制を構築す

ること。 

 

(2) 職員の計画的な確保と定着 

法人の自主性及び実行性を高めるため、 

法人が直接雇用する職員の計画的な確保を 

進めるとともに、職員の定着に向けて魅力 

ある職場づくりを推進すること。 

 

 

 

 

 

(3) 研究や人材育成等の業務実施体制の確保 

研究や人材育成等の業務の効率的かつ効

果的な実施体制を確保すること。 

 

 

２ 組織及び人事配置の適正な運用 

 利用者の地域生活移行の状況に応じて寮体

制や職員配置の適正な運用に努めること。 

 

３ その他ＰＤＣＡサイクルによる継続的な改

善 

(1) 適時適切な報告の仕組みの構築 

利用者支援について、当事者目線で改善

すべき、共有すべき事象を適時適切に把握

し、多角的な視点から改善と成長を遂げる

ため、日頃の支援での好事例や気づき等、

些細なことも報告され、また報告が評価さ

れる仕組みを構築し、ＰＤＣＡサイクルに

よる継続的な改善を図ること。 

 

(2) 利用者及び職員の満足度の把握と反映 

利用者や職員の満足度調査を実施し、そ

の結果を科学的な福祉の研究を含む業務運

営に活用すること。 

 

(3) 組織マネジメントの強化 

法人の理念や目的を達成するため、経営

資源の戦略的な活用を図り、理事長中心の

組織マネジメントを強化すること。 

 

利用者や家族等に寄り添い、県との間で

丁寧に業務を引き継ぐことのできる体制を

構築し、円滑な運営主体の移行に取り組

む。 

 

 

(2) 職員の計画的な確保と定着 

ＳＮＳ等を活用して効果的な採用広報を

行い、計画的な職員の確保を進めるととも

に、業務における必要性を踏まえた適時適

切な職員の採用に取り組む。 

職員が法人の業務を通じて自己実現を図

ることのできるキャリアパスを構築すると

ともに、職員の定着に向けて業務や職場の

魅力向上に取り組む。 

 

(3) 研究や人材育成等の業務実施体制の確保 

利用者支援、研究と人材育成等の業務間

や組織間のコミュニケーションを促進する

体制を確保する。 

 

２ 組織及び人事配置の適正な運用 

利用者の地域生活移行の状況に応じて、寮

体制や職員配置の柔軟な見直しに努める。 

 

３ その他ＰＤＣＡサイクルによる継続的な改

善 

(1) 適時適切な報告の仕組みの構築 

法人の経営会議やエラー＆グッドプラク

ティス・レポーティングシステム等を通じ

て、法人内で適時・適切に支援を含む業務

運営の状況を共有し、それを踏まえた業務

運営の改善に取り組む。 

 

 

 

(2) 利用者及び職員の満足度の把握と反映 

継続的に利用者及び職員の満足度調査を

実施し、その結果を活用して、法人の業務

運営の改善の見える化に取り組む。 

 

(3) 組織マネジメントの強化 

理事長をトップとする経営会議を通じて

運営ビジョンを明確化し、全職員への研修

等により徹底するとともに、それに基づく

戦略的な人材の採用・育成・定着、物資の

調達や施設の活用、資金の管理や予算の執 
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中期目標（案） 中期計画（素案） 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

 

１ 自己収入の確保 

障害福祉サービス等報酬の改定に迅速かつ

適切に対応し、新たな加算を獲得するなど、

自己収入の確保に努めること。 

また、科学的な福祉の研究や人材育成にお

いて、科学研究費補助金などの外部資金の獲

得やその他の自己収入の確保に努めること。 

 

２ 経営資源の有効活用 

財務運営の定期的な見直し、効率化を図る

ことにより、限りある経営資源の有効活用を

徹底し、必要なサービスを維持しながらコス

トの削減に取り組むこと。 

行、情報の活用等に取り組む。 

 

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

１ 自己収入の確保 

障害福祉サービス等報酬等の自己収入の確

保に取り組む。 

科学研究費補助金などの外部資金の獲得や

その他の自己収入の確保に向けた営業活動に

取り組む。 

 

 

２ 経営資源の有効活用 

業務の外部委託や外部人材の活用による運

営経費の見直し、土地及び建物等の有効活用

等を通じて、必要なサービスを維持しながら

コストの削減に取り組む。 

 

― 第４ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支

計画及び資金計画 

― １ 予算（令和８年度～令和12年度） 

 （調整中） 

 

２ 収支計画（令和８年度～令和12年度） 

 （調整中） 

 

３ 資金計画（令和８年度～令和12年度） 

 （調整中） 

 

 第５ 短期借入金の限度額 

― １ 短期借入金の限度額 

 （調整中） 

 

２ 想定される理由 

 （調整中） 

 

― 

 

第６ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る

不要財産となることが見込まれる財産がある

場合には、当該財産の処分に関する計画 

― （調整中） 

 

― 第７ 第６に規定する財産以外の重要な財産を

譲渡し、又は担保に供しようとするときは、

その計画 

― （調整中） 
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中期目標（案） 中期計画（素案） 

― 第８ 剰余金の使途 

― （調整中） 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 第９ その他業務運営に関する重要事項の目標

を達成するためとるべき措置 

１ 施設設備の維持管理、リノベーションの実

施 

暮らしの場にふさわしい生活環境を維持す

るため、迅速・柔軟な修繕を行うこと。 

また、安全安心な施設を実現するため、中

長期の計画に基づく修繕を行うこと。 

中長期の計画に基づき、利用者を管理する

のではなく、利用者と職員が同じ空間で自然

に接することのできる生活環境を実現するた

めのリノベーションを行うこと。 

 

２ 支援や運営の見える化、積極的な情報の公

表及び県への報告 

支援や法人運営の見える化を図るため、障

害当事者や学識者等で構成する第三者機関を

設置し、定期的に支援や法人運営の状況を報

告するとともに、その意見を反映するよう努

めること。 

また、家族会の運営への協力など、家族等

に寄り添って適切な情報の提供とコミュニケ

ーションを行うこと。 

県との間で明確な公表・報告基準を作成

し、当該基準に基づき適時適切に公表・報告

を行うこと。 

＜目標値＞ 

・第三者機関への意見聴取 毎年度２回以上 

・県との情報共有・意見交換 毎月１回以上 

 

― 

 

― 

１ 施設設備の維持管理、リノベーションの実

施 

柔軟・迅速な修繕等を実施するため体制及

びスキームを構築し、暮らしの場にふさわし

い生活環境を維持するために修繕等を行うと

ともに、中長期の修繕実施計画に基づき、計

画的な修繕を実施する。 

中井やまゆり園の利用者のよりよい暮らし

の場をつくるため、リノベーションを実施す

る。 

 

２ 支援や運営の見える化、積極的な情報の公

表及び県への報告 

障害当事者や学識者等で構成する第三者機

関を設置し、施設運営、研究や人材育成等の

計画及びその実施状況等に関して意見聴取

し、その結果の反映に努める。 

家族会をはじめ家族等に寄り添った情報提

供及びコミュニケーションに取り組む。 

県との間で情報公表・報告基準を作成する

とともに、研修を通じてマネジメント層へ当

該基準の遵守を徹底するほか、全職員への周

知を行うことにより、積極的な情報の公表に

取り組む。 

法人の経営会議にオブザーバーとして県を

招へいするなど、県との定期的な情報共有・

意見交換を実施する。 

 

第10 その他設立団体の規則で定める業務運営

に関する事項 

１ 人事に関する計画 

（調整中） 

 

２ 県からの長期借入金の限度額 

 （調整中） 

 

３ 積立金の処分に関する計画 

 （調整中） 
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